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第
五
条
及
び
第
六
条
を
削
る
。

　
第
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
八
条
第
三
項
」
を
「
条
例
第
八
条
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
条
例
第
八
条
第
三
項
」
を
「
条
例
第
八
条
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
診
断
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
（
そ
の
日
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
最
も
遅
い
日

）
か
ら
当
該
者
に
お
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
診
断
を
受
け
る
べ
き
こ
と
と
な
る
事
由
が
生
じ

た
日
ま
で
」
を
「
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
当
該
者
に
お
い
て
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
受
診
を
命
じ
ら
れ
た
日
の
前
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二

条
を
加
え
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
四
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
）

第
十
一
条
　
条
例
第
八
条
第
四
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、
当
該
違
反
者
が
禁
錮
以

　
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
と
き
と
す
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
報
告
）

第
十
二
条
　
条
例
第
八
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
報
告
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
診
断
結
果
報
告
書

　
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
三
条
を
削
る
。

　
第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
条
例
第
八
条
第
三
項
」
を
「
条
例
第
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
四
項
の
知
事
が
定
め
る
期
限
）

第
八
条
　
条
例
第
八
条
第
四
項
の
知
事
が
定
め
る
期
限
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
日
か
ら
六
十

　
日
と
す
る
。

　
（
受
診
期
限
の
変
更
の
申
出
）

第
九
条
　
条
例
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
断
の
受
診

　
期
限
の
変
更
申
出
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
一
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
報
告
）

第
二
条
　
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
報
告
は
、
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
に
よ
る
ア
ル

　
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
察
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
受
診
報

　
告
書
（
様
式
第
一
号
）
、
知
事
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
関
す
る
指
導
を
受
け
た
場
合

　
に
あ
っ
て
は
飲
酒
行
動
に
関
す
る
指
導
結
果
報
告
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
五
十
四
号
）

○
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　
す
る
規
則 

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

　
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋
　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
四
号

　
　
　
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　
則

　
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
四

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
そ
の
旨
を
書
面
で
」
を
「
再
び
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
の
届
出
書
（
様
式
第
七
号
）
に

よ
り
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　
第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
将
来
に
わ
た
り
再
び
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
の
申

　
出
は
、
将
来
に
わ
た
り
再
び
運
転
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
の
申
出
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
行
う

　
も
の
と
す
る
。

　
第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
る
者
は
、
条
例
第
九
条
第
一
項
」
を
「
前
項
の
申

出
は
、
条
例
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　
（
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療
機
関
の
受
診
の
申
出
）

第
三
条
　
条
例
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療
機
関
の

　
受
診
申
出
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
期
間
）

第
四
条
　
条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
九
十
日
と
す
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
）

第
五
条
　
条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、
当
該
違
反
者
が
禁
錮
以
上

　
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
と
き
と
す
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
通
知
）

第
六
条
　
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
通
知
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
指
定
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
知
事
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
係
る
指
導
を
行
う
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

　
三
　
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
に
よ
る
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
察
又
は
知
事
が
指
定
す

　
　
る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
関
す
る
指
導
の
い
ず
れ
か
を
受
け
る
期
限
（
条
例
第
八
条
第
二
項
の

　
　
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
六
十
日
）

　
四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

　
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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第
五
条
及
び
第
六
条
を
削
る
。

　
第
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
条
例
第
八
条
第
三
項
」
を
「
条
例
第
八
条
第
四
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
条
例
第
八
条
第
三
項
」
を
「
条
例
第
八
条
第
四
項
」
に
、
「
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
診
断
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
（
そ
の
日
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
最
も
遅
い
日

）
か
ら
当
該
者
に
お
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
診
断
を
受
け
る
べ
き
こ
と
と
な
る
事
由
が
生
じ

た
日
ま
で
」
を
「
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
当
該
者
に
お
い
て
同
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
受
診
を
命
じ
ら
れ
た
日
の
前
日
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二

条
を
加
え
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
四
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
）

第
十
一
条
　
条
例
第
八
条
第
四
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、
当
該
違
反
者
が
禁
錮
以

　
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
と
き
と
す
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
報
告
）

第
十
二
条
　
条
例
第
八
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
報
告
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
診
断
結
果
報
告
書

　
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
三
条
を
削
る
。

　
第
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
条
例
第
八
条
第
三
項
」
を
「
条
例
第
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
四
項
の
知
事
が
定
め
る
期
限
）

第
八
条
　
条
例
第
八
条
第
四
項
の
知
事
が
定
め
る
期
限
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
日
か
ら
六
十

　
日
と
す
る
。

　
（
受
診
期
限
の
変
更
の
申
出
）

第
九
条
　
条
例
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
断
の
受
診

　
期
限
の
変
更
申
出
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
一
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
報
告
）

第
二
条
　
条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
報
告
は
、
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
に
よ
る
ア
ル

　
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
察
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
受
診
報

　
告
書
（
様
式
第
一
号
）
、
知
事
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
関
す
る
指
導
を
受
け
た
場
合

　
に
あ
っ
て
は
飲
酒
行
動
に
関
す
る
指
導
結
果
報
告
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
規
　
　
　
則
（
第
五
十
四
号
）

○
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　
す
る
規
則 

（
健
康
増
進
課
）…

…
…
…
…

一

　
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋
　
　

福
岡
県
規
則
第
五
十
四
号

　
　
　
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　
則

　
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
四

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
八
条
中
「
そ
の
旨
を
書
面
で
」
を
「
再
び
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
の
届
出
書
（
様
式
第
七
号
）
に

よ
り
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　
第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
条
例
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
将
来
に
わ
た
り
再
び
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
の
申

　
出
は
、
将
来
に
わ
た
り
再
び
運
転
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
の
申
出
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
行
う

　
も
の
と
す
る
。

　
第
七
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
る
者
は
、
条
例
第
九
条
第
一
項
」
を
「
前
項
の
申

出
は
、
条
例
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　
（
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療
機
関
の
受
診
の
申
出
）

第
三
条
　
条
例
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
指
定
医
療
機
関
以
外
の
医
療
機
関
の

　
受
診
申
出
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
期
間
）

第
四
条
　
条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
九
十
日
と
す
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
）

第
五
条
　
条
例
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
正
当
な
理
由
は
、
当
該
違
反
者
が
禁
錮
以
上

　
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
刑
の
執
行
を
受
け
て
い
る
と
き
と
す
る
。

　
（
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
通
知
）

第
六
条
　
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
通
知
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
指
定
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
知
事
が
指
定
す
る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
係
る
指
導
を
行
う
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

　
三
　
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
に
よ
る
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
察
又
は
知
事
が
指
定
す

　
　
る
方
法
に
よ
る
飲
酒
行
動
に
関
す
る
指
導
の
い
ず
れ
か
を
受
け
る
期
限
（
条
例
第
八
条
第
二
項
の

　
　
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
六
十
日
）

　
四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

　
様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。
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附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


